
平成 22 年度税制改正（租税特別措置）要望事項（新設・拡充・延長）  

（厚生労働省） 

制 度 名 社会保険診療報酬等に係る消費税のあり方の検討 

税 目 消費税 

要

望

の

内

容 

 
社会保険診療等は、国民に必要な医療を提供するという高度の公共
性を有するものであることを踏まえ、社会保険診療に係る消費税は
非課税とされているところ。一方、医療機関や保険薬局の医療機器
等の仕入れに係る消費税については、課税扱いであり、その税負担
分については、社会保険診療報酬において措置されているところで
ある。 
今後、消費税を含む税体系の見直しが行われる場合には、社会保険
診療報酬等に係る消費税に関する仕組みや負担等を含め、そのあり
方について速やかに検討することが適当である。 
（消費税法６条、消費税法施行令第１４条、１５条、１６条） 
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設

・

拡

充

又

は

延

長

を

必

要

と

す

る

理

由 

⑴ 政策目的 

国民に必要な医療を提供するという高い公共性を有している医療機
関等について、安定した医療経営を確保すること。 

 

⑵ 施策の必要性 

現在、社会保険診療は国民に必要な医療を提供するという高度の
公共性を有するものであることを踏まえ、社会保険診療に係る消費
税は非課税とされているところ。一方、医療機関や保険薬局の医療
機器等の仕入れに係る消費税については課税扱いではあるが、実際
には、社会保険診療報酬において消費税分を上乗せすることで医療
機関等に負担のないよう措置されている。しかしながら一部の医療
機関等からは、社会保険診療報酬の消費税分の上乗せ幅は十分では
なく、仕入れに要した分の消費税の一部が還付されない（いわゆる
損税）状態になっているとの指摘がある。 

今後、消費税を含む税体系の見直しが行われる場合には、社会保
険診療報酬等に係る消費税に関する仕組みや医療機関における負担
等を含め、消費税のあり方について検討していくことが必要であ
る。 

 

⑶ 要望の措置の妥当性 

現在、社会保険診療等に係る消費税について指摘されている問題に
ついては、社会保険診療報酬改定で対応しているところである。一
方、消費税を含む税体系の抜本的改革については、平成２０年度税
制改正大綱において示されているように、今後「消費課税にあって
は消費税の社会保障と連動した設計のあり方」等の総合的な検討な
どを行うことになっている。 

この改革にあわせ、社会保険診療に係る消費税に関する仕組みや医
療機関等における負担等を含め、見直しが行われる場合には、社会
保険診療等に係る消費税に関する仕組みや負担等について速やかに
検討することは、適正である。 

 

 

 

今

回

の

要

望

に
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連

す

 

政策評価体  

系における     

位 置 付 け 

 
（基本目標Ⅰ）安心・信頼してかかれる医療の確保と国民の健康づ

くりを推進すること 
（施策目標１）地域において必要な医療を提供できる体制を整備す

ること。 
（１－１）日常生活圏の中で良質かつ適切な医療が効率的に提供で

きる体制を整備すること 
 

政 策 の 

達成目標 

 
医療の公共性に配慮した消費税の適切な負担 
 

租税特別措 
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は延長期間 
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当該要望項目

以外の税制上

の 支援 措 置 

 
現行は社会保険診療報酬にて対応している 
 



予算上の措置
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政 策 の   

達成状況 

 
 

― 
 
 

租税特別措置

の 適用 実 績 

 
 

― 
 
 

租税特別措置

に よる 政 策 

の達成目標の 

実 現状 況 等 

 
 

― 
 
 

前回要望時 

の達成目標 

 
 

― 
 
 

前 回要 望 時 

からの達成度

及 び目 標 に 

達していない 

場 合の 理 由 

 
 
 

― 
 
 
 

これまでの 

要 望 経 緯 

 
平成９年度、平成２０年度、２１年度要望 
 
 
 

 


